








初任者研修

・県教育センターにおける研修

・教育事務所における研修

・市町村教育委員会における研修

宿泊研修原則として週６時間

年間150～180時間
・少年自然の家等における

　宿泊研修

校外における研修（小・中・義・特　17日、高　20日）校内における研修
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関係法規・法令

学習指導要領

県や市町村の教育目標

校長の経営理念

教師の願い

児童生徒の実態

保護者の願い

地域の教育課題



学
校
の
教
育
目
標

学
校
経
営
の
方
針

指

導

の

重

点

評

価

と

反

省

学
校
評
議
員
の
意
見
・
外
部
評
価

学年経営
  指導目標と指導計画

学校教育法施行規則
学習指導要領

各教科等
指導目標と指導計画

学級経営
  指導目標と指導計画

各教科
  指導目標と指導計画

特別の教科　道徳
  指導目標と指導計画

外国語活動

総合的な学習の時間

総合的な探究の時間

特別活動

　指導目標と指導計画

日
常
の
教
育
活
動



１学年

各　教　科

353534 35 35

35

35

70 70 70 70

35

児童会活動

クラブ活動特 別 活 動

学校行事

儀式的活動
文化的行事
健康安全・体育的行事

学級活動

遠足・集団宿泊的行事
勤労生産・奉仕的行事

学級や学校における生活づくりへの参画
日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
一人一人のキャリア形成と自己実現

特別の教科　道徳

外国語活動

総合的な学習の時間

２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年１単位時間は45分
とし、児童の実態
や教育活動のねら
いに応じて弾力的
に運用する。

国　　　語 306 315 245 245 175 175
社　　　会   70 90 100 105
算　　　数 136 175 175 175 175 175
理　　　科   90 105 105 105
生　　　活 102 105    
音　　　楽 68 70 60 60 50 50
図 画 工 作 68 70 60 60 50 50
家　　　庭     60 55
体　　　育 102 105 105 105 90 90
外　国　語     70 70



１学年 ２学年 ３学年

国　　　 語
社　　　 会
数　　　 学
理　　　 科
音　　　 楽
美　　　 術
保 健 体 育

各 教 科

技術・家庭
外 国 語

学級活動

特別活動

学校行事

文化的行事
儀式的活動

健康安全・体育的行事

一人一人のキャリア形成と自己実現

生徒会活動

日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

旅行・集団宿泊的行事
勤労生産・奉仕的行事

総合的な学習の時間
特別の教科　道徳

学級や学校における生活づくりへの参画

１単位時間は50分
とし、生徒の実態
や教育活動のねら
いに応じて弾力的
に運用する。

 140 140 105
 105 105 140
 140 105 140
 105 140 140
 45 35 35
 45 35 35
 105 105 105
 70 70 35
 140 140 140

 35 35 35
 50 70 70









出 　 　 　 勤
余裕をもって出勤し、進んで挨拶
出勤簿に押印（欄の上に寄せて押印）

児童生徒との明るい挨拶、表情や様子の観察
窓の開閉、汚れ・危険箇所の有無などの点検

日程及び連絡事項の確認
指導案の確認、授業の準備など

今日の日程、連絡、報告、指示などの打ち合わせ
（自分から進んで確認を行う）
（放課後に行われることもある）
児童生徒に関する情報交換

児童生徒の動静把握や健康状態の観察
日程や指示事項の伝達

児童生徒への深い共感と洞察力をもち、力をつける指導を行う

学校生活の反省、明日に向けての連絡や諸注意
前後して清掃指導（児童生徒と共に働く姿勢を大切に）

配付資料は事前に目を通し、会議の目的や内容を理解
記録する習慣を身に付ける

大切な課外教育活動であるという意識をもつ
（主に中学校、高等学校）

次の授業の要となる
学習指導要領をもとに児童生徒の実態を大切に

校舎内外の安全点検
異常発見時には管理職への報告を忘れずに行う

教室や廊下の戸締まりや火気の点検
担当箇所の整理整頓

教 室 の 点 検

学 級 学 年 事 務

職員打ち合わせ

朝の会（ＳＨＲ）

授 　 　 　 業

帰 り の 会

諸　　会　　議

教 材 研 究 等

部　　活　　動

日直としての活動

退 　 　 　 勤







授業の実際 

指導計画の体系概略 

学校教育目標 

保護者等の期待 

児童生徒の実態 

教科・領域等の目標 関 係 法 規 

学習指導要領 単
位
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画
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児童生徒の個人差

量的な個人差

質的な個人差

（客観的・定量的）

 （数量化が困難 )

到達度としての学力差
（できる⇔できない／わかる⇔わからない）

（速い ⇔ 遅い） 

学習速度の差

学習方法・学習スタイルの差

興味・関心や問題意識の差

など

など

















































◆　児童生徒が日常生活や社会に目を向け、
　児童生徒自らが課題を設定する。

◆　児童生徒自らの考えや課題が新たに更新
　され、探究の過程が繰り返される。

◆　児童生徒が探究の過程を経由して学習する。
　①　課題の設定
　②　情報の収集
　③　整理・分析
　④　まとめ・表現





































児童生徒の実態

家庭の願い

学校教育目標

学年の経営方針

各教科や道徳等の目標

学級経営の具体的な内容

　①　学習指導

　②　道徳指導

　③　生活指導

　④　生徒理解と相談業務

　⑤　行事などへの参加指導

　⑥　教室環境の整備、管理

　⑦　学級集団・個々の生徒の指導

　⑧　学級事務の処理

　⑨　家庭・地域との連携　等

学級づくり



①　学級経営の方針

②　学級の実態

  　・在籍、配慮児童

  　・学力、諸検査による客観分析

  　・一人一人の生活や気質、集団の雰囲気等

③　学級指導の具体的内容

④　月別、学期別の重点

⑤　教室環境の整備に関して

⑥　生徒の健康安全に関して

⑦　学習指導や進路指導に関して

⑧　家庭との連絡について

⑨　学級組織（係、班などの組織図）

⑩　学級経営に関する評価

学級経営案の例

熱意ある学級経営
魅力ある授業

学級経営方針

保護者の考え

日常の連絡

各種の通信・懇談

家庭訪問

保護者との協力関係



一人一人を大切にした教室

（ユニバーサル・デザインを　　

　意識した落ち着いた教室環境）

固定的な環境

　日常の整理整頓

　施設設備の有効活用

機能と美しさのある教室

児童生徒とともに

 ・情操や自主性の育成
 ・個性と創意工夫

弾力的な環境

　作品、連絡の掲示

　植物や生き物

自主・自立の確立した学級

学級組織の目的

・集団形成（相互理解・まとまり）

・能力育成（自主性・創造性）　

　係活動・班活動・当番活動

①  学級を運営するための活動　
　　　　そうじ当番　給食当番

②  学級を効率よくするための活動
　　　　黒板係　配布係

③  児童会・生徒会などの自治活動への参加

   ◎学習グループ・生活グループ

活力ある学級

（一人一人を大切にする心、

　　　　　　　　　自ら問題解決する学級）

学級の一員としての役割

・役割分担…責任感

・活　　動…充実感

集団生活のルール確立

・学級内の生活





児童生徒一人一人のよさや可能性を積極的に評価する



家庭と協力しながら一人一人のよさを伸ばし、今後の生活に生かす































運
動
部
活
動

関
連
の
教
科

教科
（体育・保健体育）

特
別
活
動

家庭・地域との連携

体育・健康に関する指導

始
業
前
・
業
間

休
み
時
間
の
活
動

食育の推進・体力の向上に関する指導
安全に関する指導

心身の健康の保持増進に関する指導





保健管理

学校保健 

学校安全 食育（学校給食）

安全管理 衛生管理 

安全教育

保健教育

健康教育
食に関する指導
（給食指導）



健
保
校
学

保健管理 

学校環境の管理 

組織活動 

対物管理 

心身の管理 

生活の管理 

校内の協力体制

学校保健委員会

家庭及び地域社会との連携

対人管理 

保健教育 

保健室における個別指導や日常の学校生活での指導

特別活動

総合的な学習の時間

関連教科（体育、保健体育科、生活科、理科、家庭科、技術・家庭科、道徳科等）



校内の協力体制
学校安全委員会
家庭及び地域社会との連携





 





























地方公共団体の条例・規則



第１５条②（公務員の本質） 

第  ６条（学校教育） 
第  ９条（教員） 
第１４条（政治教育） 
第１５条（宗教教育） 

  第９６条（服務の根本基準） 第２４条（給与、勤務時間その他の 第３２条（労働時間） 
 第９７条（服務の宣誓） 勤務条件の根本基準） 第３３条（災害等による臨時の必要が 
  第９８条 （法令及び上司の命令に従う義務並びに 第３０条（服務の根本基準） ある場合の時間外労働等） 

争議行為等の禁止） 第３１条（服務の宣誓） 第３４条（休憩） 
 第９９条（信用失墜行為の禁止） 第３２条（法令等及び上司の職務上の命令 第３５条（休日） 
 第１００条（秘密を守る義務） に従う義務） 第３９条（年次有給休暇） 
 第１０１条（職務に専念する義務） 第３３条（信用失墜行為の禁止） 
 第１０２条（政治的行為の制限） 第３４条（秘密を守る義務） 
 第１０３条（私企業からの隔離） 第３５条（職務に専念する義務） 
 第１０４条（他の事業又は事務の関与制限） 第３６条（政治的行為の制限） 

第３７条（争議行為等の禁止） 
第３８条（営利企業等の従事制限） 
第５５条（交渉） 

第  １条（この法律の趣旨） 
第１７条（兼職及び他の事業等の従事） 
第１８条（公立学校の教育公務員の政治的行為の制限） 
第２１条（研修） 
第２２条（研修の機会） 
第２３条（初任者研修） 
第２４条（中堅教諭等資質向上研修） 
第２５条（研修計画の体系的な樹立） 

第  ２条（服務の原則） 
第  ３条（服務の宣誓） 
第  ５条（勤務時間等） 
第  ６条（出勤） 
第  ７条（欠勤） 
第  ８条（休暇） 
第１０条（専従） 
第１１条（職務専念義務免除） 
第１２条（研修）  
第１３条（営利企業等の従事等） 
第１４条（証人、鑑定人としての出頭） 
第１５条（出張） 
第１６条（復命） 
第１７条（事故報告） 
第１８条（赴任） 
第１９条（赴任に伴う提出書類） 
第２０条（私事旅行の届出） 
第２１条（履歴事項異動届等） 



第２６条（教育を受ける権利と受けさせる義務）

第 １条（教育の目的）
第 ２条（教育の目標）
第 ４条（教育の機会均等）
第 ５条（義務教育）
第 ６条（学校教育）
第１４条（政治教育）
第１５条（宗教教育）
第１６条（教育行政）
第１７条（教育振興基本計画）

第２９条、第４５条、第４９条、第５０条、第７２条（小・中・義・高・特の目的）
第３０条、第４６条、第４９条、第５１条、第７６条（小・中・義・高・特の目標）
第３２条、第４７条、第４９条、第５６条（小・中・義・高の修業年限）
第３３条、第４８条、第４９条、第７７条（小・中・義・特の教育課程）
第３７条、第４９条、第６０条 第８１条（特別支援学級）
（校長、教頭、教諭、その他の職員）   第８２条（準用規定）

第５２条（高の学科及び教育課程）      
第５３条（定時制の課程）   
第５４条（通信制の課程）

第２９条（学期及び休業日）

第 1章（総則）
 第１節（設置廃止等）　第２節（校長、副校長及び教頭の資格）　第３節（管理）
第 2章（義務教育）
第 3章（幼稚園）
第 4章（小学校）
 第１節（設備編制）　第２節（教育課程）　第３節（学年及び授業日） 
 第４節（職員）　第５節（学校評価）
第 5章（中学校・義務教育学校）
第 6章（高等学校）
 第１節（設備、編制、学科及び教育課程）
 第２節（入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等）
 第３節（定時制、通信制、学年による教育課程の区分を設けない場合）
第 8章（特別支援教育）

第２３条（教育委員会の職務権限）
第３３条（学校等の管理）
第４８条（文部科学大臣又は都道府県委員会の指導、助言及び援助）

第１０条（教育課程の編成）
第１１条（授業時数）

教育基本法

憲法

学習指導要領

国家行政組織法

学校教育法施行令文部科学省組織令

学校教育法施行規則

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

学校教育法

山形県立高等学校管理運営規則

特別支援学校の管理運営に関する規則











教職10年経験者研修導入





小学６年，中学３年の222万人を対象に「全
国学力・学習状況調査」実施







(4) (4)(57)



教育費
19.3%

公債費
15.1%

土木費
9.7%

商工費
11.7%

民生費
12.6%

農林水産業費農林水産業費
7.1%7.1%

警察費警察費
4.3%4.3%

農林水産業費
6.7%

警察費
4.2%

衛生費
3.5%

その他
9.3%

県　予　算
613,242百万円

投資的経費 
2,956百万円
2.7%

小学校費

40,897百万円
34.9%

中学校費

23,328百万円
19.9%

高等学校費

28,122百万円
24.0%

特別支援学校費
9,4809,480百万円百万円
8.1%8.1%

特別支援学校費
9,480百万円
8.1%

その他
3,340百万円
2.9%

教育委員会
所管予算

108,864百万円
県予算の18.0%

人件費

98,328百万円
90.3%

総務費
6.5% 災害復旧費

1.3%

  一般行政費  一般行政費
7,5817,581百万円 百万円 7.0%7.0%
  一般行政費
7,581百万円 7.0%

教育総務教育総務費
11,923百万円 11,923百万円 10.2%10.2%
教育総務費

11,923百万円 10.2%

教育委員会所管予算

一般会計予算

5,7945,836
5,672

5,589

6,027 6,007 6,0106,031
6,251

6,3956,435

7,010
6,905

7,016
7,207

7,098
6,885

6,5746,561

5,914
6,078

5,748

5,369

1,214 1,194 1,199 1,156 1,125

6,147

1,119 1,117

6,076

1,086
1,2131,1831,2021,2461,2571,2521,2751,2691,288

1,3391,3031,2801,2341,2251,208
1,1281,097

1,150

6,183

1,121 1,106

6,236 6,132

２  ３  ４  ５  ６  ７  ８  ９  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27　28　29　30年度

1,089

6,051



東根市
47,86547,865人

○H30.５.１現在
○学校数に分校・休校を含む
○数値は公立・国立の計
　※（　）内は私立で外数

○高等学校は全日制・定時制の計
　資料：文部科学省「学校基本調査の速報」、
　　　　県統計企画課調
　　　　平成30年度山形県の特別支援教育

山形県
人口　1,133,226人

　　　　　   校　数　　　　児童生徒数
小　学　校　276 校　　57,993 人

中　学　校　106 校　　31,949 人

高等学校　　47（15）校　　22,648（9,170）人
特支学校　　17 校　　　1,131 人

山形県
人口　1,092,632人

　　　　　   校　数　　　　児童生徒数
小　学　校　252 校　　53,308 人

中　学　校　101 校　　28,417 人

義務教育学校　　   1　　 校　　　    382　　　  人
高等学校　　47（14）校　　21,038（9,141）人
特支学校　　19 校　　　1,158 人

〈 村　山 〉
人口　541,506人

　　　　　  校　数　　　　児童生徒数
小　学　校　108 校　　27,207 人

中　学　校　　46 校　　14,300 人

高等学校　　18（7）校　　　9,888（5,491）人
特支学校　　12 校

特別支援学校

視覚障がい 1校 15人
聴覚障がい 2校 46人
知的障がい 15校 945人
病弱 2校 58人
肢体不自由 1校 94人

〈 最　上 〉
人口　73,954人

　　　　　 校　数　　   児童生徒数
小　学　校　21 校　　3,147 人

中　学　校　11 校　　1,827 人

義務教育学校　　1 校　　　  382　　　人
高等学校　　6（1）校　　1,529（327）人
特支学校　　1 校

１　人口、学校数及び児童生徒数の状況

〈 置　賜 〉
人口　206,890人

　　　　　 校　数　　　   児童生徒数
小　学　校　61 校　　10,245 人

中　学　校　21 校　　　5,391 人

高等学校　11（3）校　　　4,250（1,151）人
特支学校　　3 校

〈 庄　内 〉
人口　270,282人

　　　　　 校　数　　　   児童生徒数
小　学　校　62 校　　12,709 人

中　学　校　23 校　　　6,899 人

高等学校　12（3）校　　　5,371（2,172）人
特支学校　　3 校
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